　　　　　　　　　　　　受　託　研　究　契　約　書
　受託者 国際情報科学芸術アカデミー（以下「甲」という。）と委託者　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、次の各条によって受託研究契約を締結するものとする。
　（受託研究の内容等）
第１条　甲は、次の受託研究を乙の委託により実施するものとする。
　１　研究名称
　２　研究目的及び内容
　３　研究に要する経費
　４　研究期間　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日までとする。
　（研究経費の納付）
第２条　乙は、前条の研究に要する経費（以下「研究経費」という。）を　　年　　月　　　日までに、甲の発する納入通知書により納付しなければならない。
　（研究経費の返還）
第３条　甲は、乙が納付した研究経費は、これを返還しないものとする。ただし、やむを得　ない理由により本受託研究を中止する場合において、甲が必要と認めたときは、不要とな　った額の範囲内で相当と認める額を返還することがある。
　（研究経費が不足した場合の処置）
第４条　甲は、納付された研究経費に不足を生じた場合には、乙と協議し、その不足額を乙　に負担させることができる。
　（受託研究の中止）
第５条　乙は、第１条の受託研究を一方的に中止することはできない。
第６条　甲は、天災その他やむを得ない事由があるときは、受託研究を中止することができ  るものとする。この場合において、甲はその責を負わないものとする。　
　（知的所有権等の帰属）
第７条　受託研究の結果生じた知的所有権等は、甲に帰属するものとし、甲は乙に対して、　これを無償で使用させ、又は譲与することはできない。
　（研究経費により取得した設備等の帰属）
第８条　研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
　（優先的実施）
第９条　甲は、本受託研究の結果生じた発明であって県に承継された特許を受ける権利又は　これに基づき取得した特許権（以下「特許権等」という。）を乙又は乙の指定する者に限　り、優先実施期間内において優先実施権を与えることができる。
第10条 前条の規定により、特許権等の実施をする場合には、県有特許権等の実施許諾に関　する取扱要領（平成５年３月９日付け管第４５６号通達、以下「取扱要領」という。）に　よるものとする。
　（第三者に対する実施の許諾）
第11条　特許権等以外の知的所有権等の取扱については、第９条及び第１０条の規定を準用　する。
２　甲は、前条の規定により乙又は乙の指定する者に優先的実施を許諾した場合において当　該実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当　該許諾権等の実施を許諾することができるものとする。
　（研究成果の報告）
第12条　甲は、受託研究が完了したときは、研究成果報告書を乙に提出する者とする。　
　（研究成果の公表）
第13条　甲に属する教員は、本受託研究の成果を公表できるものとする。ただし、必要な場　合には、研究成果の公表の時期・方法について、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
　（契約の解除）
第14条　甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除する　ことができる。
　（協議）
第15条　この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の　うえ定めるものとする。
　　この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する　ものとする。
　　　
　　　　　　　年　　月　　日
                                甲　　国際情報科学芸術アカデミー
                                      学　長                                  印
　　　　　　　　　　　　　　　乙　　住　所
                                      代表者                                  印
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